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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利

用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）（
国
際
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

旅
券
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
一
般
旅
券
記
載
事
項
訂
正
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
た
め
の

改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

 

一
般
旅
券
記
載
事
項
訂
正
に
係
る
規
定
で
あ
る
別
表
第
三
十
項
事
務
の
欄
１
中
「
、
第
十

条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
削
る
。 

㈡ 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

 

一
般
旅
券
記
載
事
項
訂
正
に
係
る
規
定
で
あ
る
別
表
第
一
中
「
、
同
法
第
十
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
一
般
旅
券
の
記
載
事
項
の
訂
正
の
申
請
」
を
削
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日 

          



条 
 

例 

 
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用

及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報

の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
三
十
項
事
務
の
欄
１
中
「
、
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条

例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中
「
別
表
第
三
十
一
項
市
町
村
の
欄
」
を
「
別
表
第
三
十
項
市
町
村
の
欄
」
に
改

め
、「
、
同
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
一
般
旅
券
の
記
載
事
項
の
訂
正
の
申
請
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

           

埼
玉
県
条
例
第
一
号



規 
 

則 

 
埼
玉
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例

第
十
七
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
（
次
条
及
び
第
三
条

に
お
い
て
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
組
織
） 

第
二
条 

審
査
会
は
、
委
員
十
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

 

（
庶
務
） 

第
三
条 

審
査
会
の
庶
務
は
、
県
土
整
備
部
県
土
整
備
政
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
五
号



告 
 

示 

 
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号
（
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び

期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

第
一
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
」
を

「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二

十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
収
容
施
設
（
応
急
仮
設
住
宅
を
含
む
。
）
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
一

号
の
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に

改
め
、
同
号
ニ
中
「
の
者
」
を
「
の
も
の
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
設
置
す
る
も
の
と
す
る
」
を

「
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
炊
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項

第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
炊
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第

一
号
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に
、
「
日
用
品
等
」
を
「
生
活
必
需
品
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
ハ
中
「
衛
生
材
料
等
」
を
「
衛
生
材
料
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
の
見
出
し
中
「
災
害
に
か
か
っ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
三

条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
災
害
に
か
か
っ
た
者
」
を
「
被
災
者
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
燃
料
費
等
」
を
「
燃
料
費
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
災
害
に
か
か
っ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
三

条
第
一
項
第
六
号
の
災
害
に
か
か
っ
た
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
被
災
し
た
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
中
「
資
材
等
」
を
「
資
材
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
完
了
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
完

了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
号
中
「
完
了
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
中
「
棺
材
等
」
を
「
棺
材
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
完
了
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
完

了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
に
、
「
第
八
条

第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、

埼
玉
県
告
示
第
九
十
六
号



同
号
ロ
中
「
燃
料
費
等
」
を
「
燃
料
費
」
に
改
め
、
同
号
ハ
及
び
同
条
第
二
号
ホ
中
「
完
了
す
る

も
の
と
す
る
」
を
「
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
に
、
「
第
八
条

第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
完
了
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
完

了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一

号
ハ
中
「
災
害
に
か
か
っ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
中
「
第
二
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第

十
条
第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
中
「
二
万
千
九
百
円
」
を
「
二
万
千

六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
一
万
六
千
二
百
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

⑶
中
「
一
万
五
千
四
百
円
」
を
「
一
万
五
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑷
中
「
一
万
六
千
六
百

円
」
を
「
一
万
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑸
中
「
一
万
四
千
七
百
円
」
を
「
一
万
四
千
六
百

円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑹
中
「
一
万
八
千
百
円
」
を
「
二
万
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑺
中

「
一
万
七
千
四
百
円
」
を
「
二
万
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑻
中
「
一
万
八
千
円
」
を
「
二

万
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
条
第
五
号
」
を
「
第
四
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。 



告 
 

示 

  
次
に
掲
げ
る
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

株
式
会
社
本
牧 

株
式
会
社
平
成
ハ
ウ
ス

ア
ッ
プ 

有
限
会
社
只
野
建
設 

 

Ｄ
Ｓ
Ｋ
ホ
ー
ム
株
式
会

社 株
式
会
社
シ
ミ
ズ 

株
式
会
社
Ｄ
ｙ
ｎ
ｅ
ｓ 

 

有
限
会
社
芝
建
工 

飛
鳥
興
業
有
限
会
社 

猪
飼
石
材
施
工 

Ｅ
‐
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｏ

Ｒ
株
式
会
社 

株
式
会
社
新
栄 

有
限
会
社
ア
ー
ト
メ
タ

ル 有
限
会
社
船
木
工
務
店 

商
号
又
は
名
称 

内
田 

昭 

 

相
場 

一
男 

 

只
野 

敏
行 

 

石
塚 

大
介 

 

清
水 

宏
昭 

髙
尾 

宏 

 

狹
山 

繁 

 

西
田 

利
秋 

 

猪
飼 

孝
太
郎 

最
上 

博
幸 

森 

優 

高
橋 

修 

船
木 
雅
人 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
秩
父
郡
横
瀬
町
大
字
横
瀬
五
一
七
四

番
地
一 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
六
丁
目
一
〇
番

八
号 

埼
玉
県
蓮
田
市
関
山
一
丁
目
一
番
七
号 

埼
玉
県
東
松
山
市
新
宿
町
二
三
番
地
六
号 

 

埼
玉
県
所
沢
市
若
狭
三
丁
目
二
五
六
三
番
地

の
一 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
里
一
一
九
〇
番
地
六
九 

埼
玉
県
川
口
市
芝
西
二
丁
目
二
四
番
二
二
号 

 

埼
玉
県
川
口
市
南
鳩
ヶ
谷
四
丁
目
五
番
一
五

号 

 

埼
玉
県
川
越
市
吉
田
新
町
三
丁
目
一
三
番
二

コ
ー
ポ
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
Ｃ
一
〇
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
中
尾
九
四
六

番
地
九 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
本
町
西
一
丁
目

三
番
一
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
膝
子
三
六
七
番

地
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
三
橋
六
丁
目
五
五

二
番
地
二 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
七
号



告 
 

示 

 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
の
区
域
を

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称 
土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

土
砂
災
害
の
災
害
発
生
原
因 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

と
な
る
自
然
現
象
の
種
類 

 
 

 
 

岸
町
２
丁
目
―
１ 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

岸
町
２
丁
目
―
２ 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

岸
町
２
丁
目
―
３ 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
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仙
波
町
４
丁
目
―
１ 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

仙
波
町
４
丁
目
―
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平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

岸
町
２
丁
目 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
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上
ノ
原
団
地 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
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上
広
瀬
―
１ 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
八
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
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上
広
瀬
―
２ 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
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旭
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
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霞
ヶ
関 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
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二 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

 
 

土
砂
災
害
特
別
警
戒 

土
砂
災
害
特
別
警
戒 
土
砂
災
害
の
発
生 

土
砂
災
害
の
発
生
を 
 

 
 

区
域
の
名
称 

 
 

 

区
域 

 
 

 
 

 
 

原
因
と
な
る
自
然 

防
止
す
る
た
め
に
行 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

現
象
の
種
類 

 
 

う
建
築
物
の
構
造
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

規
制
に
必
要
な
衝
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関
す
る
事
項 

 
 

 

 
 

岸
町
２
丁
目
―
１ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
川
越
市
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
川
越
市
役
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
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岸
町
２
丁
目
―
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
川
越
市
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
川
越
市
役
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

仙
波
町
４
丁
目
―
２ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
川
越
市
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
川
越
市
役
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

岸
町
２
丁
目 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
川
越
市
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
川
越
市
役
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

上
ノ
原
団
地 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

上
広
瀬
―
１ 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

上
広
瀬
―
２ 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

旭
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

霞
ヶ
関 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
狭
山
市
役
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
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告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
〇
五
四
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
〇
一
二
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
都
百
六
十
二
番
十
四 

 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
唐
子
千
五
百
九
十
一
―
二
十
三 

 

 
 

池
田 

真
由
美 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
〇
一
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
〇
一
二
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
出
丸
中
郷
字
高
木
一
五
五
一
番
一
、
一
五
五
三
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
出
丸
中
郷
一
五
五
二
番
地 

 
 

梶
野 

圭
佑 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
二
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
四
八
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
宮
東
八
百
六
十
九
番
一
、
八
百
七
十
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
宮
東
八
百
五
十
五
番
地 

 
 

島
村 

一
彦 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

千 

葉 

照 

實 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
三
日 

午
前
九
時
三
十
分 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
平
成
二
十
六
年
二
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 

 



 
 
 
 
 

正 
 

誤 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
第
二
千
五
百
五
十
六

号
）
中
訂
正 

 

告
示
番
号 

 

誤 第
百
二
十
六
号 

 

正 第
百
二
十
八
号 


